
平成２９年３月２４日
総 務 省

身近なIoTプロジェクト（IoTサービス
創出支援事業）について

資料１
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（出典）WEF「The Global Information Technology Report」

ICT競争力ランキング IoT導入状況（2015年）と今後の導入意向（2020年）

（出典）平成28年情報通信白書
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（出典）平成28年情報通信白書

IoTによる市場拡大に関する予測
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日本ではIoTによる市場拡大予測が低く、特に
非ICT企業(ユーザ企業)の予測が著しく低い

【質問】 IoTの進展・普及によって、貴社が属する業界全体（国内）の市場規
模は先5年程度（2020年頃まで）どの程度拡大すると思いますか？

2015年 2020年

（出典）平成28年情報通信白書

ＩｏＴ分野における日本の課題
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地方自治体、大学、ユーザ企業等から成る地域の主体が、家庭、食など生活に身近な分野におけるIoTサービスの実証事業に取り組み、
克服すべき課題を特定し、その解決に資する参照モデルを構築するとともに、データ利活用の促進等に必要なルールの明確化等を行う。

施策の目的

第４次産業革命の実現に向け、IoTサービスの創出・展開に当たって克服すべき課題を特定し、その課題の解決に資する参照モデルを構
築するとともに、必要なルール整備等につなげる。

施策の概要

事業イメージ

「日本再興戦略2016」における記載

第２ 具体的施策 Ⅰ １．第４次産業革命の実現 （２） ｉ） ②
「「スマートIoT推進フォーラム」の活動等を通じ、（中略）通信・放送・農業・医療・都市／住まいといった、生活に身近で地方創生につながる重
点分野におけるサービスの創出支援を行う。」

対象分野： ①都市（スマートシティ）、
②家庭（スマートホーム）、③放送、
④医療・福祉、⑤教育、⑥農業、⑦小売、
⑧防災、⑨シェアリングエコノミー 等

提案主体：地方自治体、大学、データを扱うユーザ企
業等から構成される地域のコンソーシアム

成 果： （１） IoTサービスの創出・展開に当たって

克服すべき課題の解決に資する先行的
な参照モデルの構築

成 果： （２） 必要なルールの明確化等
⇒ 第４次産業革命の実現（付加価値
創出30兆円）に寄与

身近なIoTプロジェクト（IoTサービス創出支援事業）の概要

H27補正予算額 ： 2.9億円
H28第２次補正予算額 ： 7.0億円
H29当初予算額（政府予算案） ： 5.1億円



身近なIoTプロジェクト（IoTサービス創出支援事業） スケジュール 3

2017年

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

H 2 7 補 正

（２．９億円）

H 2 8 補 正

（７．０億円）

H 2 9 当 初

（５．１億円）
〔政府予算(案)〕

５/16
成果報告会

10月下旬頃
中間報告

４月下旬頃
契約締結
実証開始

契約手続

（２０１６年
６月開始）

４月上旬
公募開始
（調整中）

５月上～中旬
公募締切
（調整中）

３/24
身近なIoT
プロジェクト
(第３回)

（実運用、普及展開、必要なルール整備等）

２/28
委託先候補
決定・公表



4身近なIoTプロジェクト（H27補正）の実施状況

新潟県見附市等（医療）

福岡県福岡市（都市）

福岡県朝倉市（農業）

宮城県東松島市（農業）

福島県会津若松市（医療）

神奈川県南足柄市（教育）

静岡県及び関東地方（放送）

沖縄県那覇市及び
東京都目黒区（家庭）

平成28年６月から平成29年２月まで、医療、農業（食）など生活に身近な分野において、地
域発の先導的なIoTサービスの創出・展開を後押しする実証事業を「身近なIoTプロジェクト」
として全国各地の８チームで実施。
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データサーバ

「参照（レファレンス）モデル」の例

救急医療・災害対応におけるIoT
利活用モデル実証事業（都市）

テレビのIoT化とオーディエンス
データ連携による地域経済活性化

実証プロジェクト（放送）

ウェアラブル機器、スマホ、ドローン等
から得られる情報を半自動的に統合し、
救急救命・災害対応における消防力の
最適化を実現するモデル

気象・潮流等の海洋ビッグデータを活用し、
①効率的な出漁・漁獲

②飲食店が漁業者に直接注文（先行予約）
する産地直送ビジネス
を実現するモデル

テレビの視聴ログを収集し、番組／CM

関連データ等と組み合わせて分析するこ
とにより、高度なサービス（視聴者に応じ
た広告提供等）を実現するモデル

【漁獲モデル】
漁獲予測データ・
水中画像データ

漁師スマホ

【小売モデル】
漁獲予測データ・
水中画像データ

消費者・店舗
スマホ

注文

納品

潮流データ 、
画像データ（水中）等

気象データ

漁獲データ
等

○○商店街特集！

視聴ログ
分析PF

○○
商店街

ユーザ

ターゲティングメール

視聴履歴に応じた
レコメンド・クーポン配布

ユーザ

番組/CMデータ

スマートブイ

海洋ビッグデータを活用したスマー
ト漁業モデル事業（農業（漁業））
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H28.7
実証事業開始

実証成果がルール整備につながった例

第１回
分科会
H28.9

H29.5
ガイドライン
改正（予定）

実証成果（ルール整備関連）

放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン（改正案）

○ 視聴ログの取得にあたっては明示的な利用許諾（同意）が必要

○ 受信者情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、（中略）必要な範囲を
超えて、視聴履歴を取り扱ってはならない。（第35条第１項）

● 視聴ログ取得のオプトアウト（事後停止）を可能にすることが必要

● 受信者情報取扱事業者は、（中略）同意を得た場合であっても、視聴履歴について、
本人の求めに応じてその取得を停止することとし（なければならない。）（第35条第
３項）

IoTサービス創出支援事業（H27補正）

「テレビのIoT化とオーディエンスデータ連携による地域経済活性化実証
プロジェクト」 （（株）HAROiD、（一社）IPTVフォーラム 等）

分科会及びＷＧでの検討

第３回
分科会
H29.3

改正案の
取りまとめ

H29.2
実証事業終了

ルールのあり方等
を提言

放送を巡る諸課題に関する検討会 視聴環境分科会
視聴者プライバシー保護ワーキンググループ



7身近なIoTプロジェクト（H28補正）の実施について

平成29年２月28日、シェアリングエコノミー、防災、医療等の生活に身近な分野において地域
発の先導的なIoTサービスの創出を後押しする実証事業（平成28年度第二次補正予算利用分）の
委託先候補として、新たに17件を決定・公表。(シェアエコ４件、防災４件、医療・福祉３件、農業２件、教育２件、都市１件、家庭１件)

１．地域を網羅する賢いバス停による
見守りサービス事業の創出と展開

３．爾後取付け式IoTシステムを用いた民
泊向けIoTサービスの実証事業

５．“止まらない通信網”を活用した命をつ
なぐ減災推進事業

１４． IoT・AIを活用したリアルタイム ハ
ザードマップの作成と行動支援情報の提
供モデル実証事業

４．地震情報・被災度情報によるビッグ
データを活用した防災ネットワークシステ
ムのモデル事業

１０．地方企業参加による防災・広域巨大
災害対策

１５．医療・介護データを活用した介護
サービス及び業務支援モデル事業

７．IoTを活用した睡眠時無呼吸症候群ス
クリーニングの実証検証

８．高専 IoTネットワークを活用した地域
IoTデータの取得、教育を主とした小規模
自治体利活用モデルの実証業

１３．子どもの運動習慣データを基盤とした
スマート運動教育モデル事業業

１２． IoTを活用した地域ブランド創出ス
キームの構築 ～千曲川ワインバレー特
区におけるワインの地理的表示取得に向
けて～

６．海洋物理モデルと海況４Ｄビッグデー
タを活用した水産業支援
“IoT海況予測サービス”の創出

１７．地域雇用創出を実現する“シェアリン
グ農業”モデルの構築

１１．デジタル身分証とスマートロックを利用
した自治体スペースシェア

１６．電動バイク・アシスト自転車のシェア
リングサービスによる観光振興と地域活
性化

９．シェアリングエコノミー型九州周遊観光
サービスモデル事業

石川県野々市市（都市）

大阪府泉佐野市（家庭）

徳島県美波町（防災） 東京都八王子市（防災）

徳島県内（防災）

和歌山県他（防災）

千葉県柏市他（医療・福祉）

２．スマートキッズCity “ＹＡＯＣＣＯ”－成
長への切れ目のない支援事業

大阪府八尾市（医療・福祉）

長崎県長崎市他（医療・福祉）

熊本県南小国町他（教育）

山梨県甲府市他（教育）

愛媛県伊方町他（農業）

京都府精華町他（シェアエコ）

長野県上田市他（農業）

秋田県湯沢市他（シェアエコ）

神奈川県鎌倉市他（シェアエコ）

熊本県阿蘇市他（シェアエコ）



政策目標

整備箇所数：推計２９，０００箇所
（箇所数は調査中）

地域ＩｏＴ実装推進ロードマップの全体像

クラウド上の教材等を
利活用可能な学校：１００％

地
域
経
済
の
活
性
化
、
地
域
課
題
の
解
決
に
よ
る
「地
域
経
済
と
地
方
創
生
の
好
循
環
」

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度
（達成すべき指標）

翻訳システム
導入機関数：１００

システム実装地域数：
３００

テストベッド整備数：１０
テストベッド利用者数：１００

実装医療圏数：
15程度（2017）～順次拡大（2020）

患者数：実装医療圏人口の5%

実装主体数：８０団体
利用者数：３０万人

明確化するルールの数：２０
参照モデルの実装数：５０

実証実験の結果を踏まえ検討

実証フェーズ 実装フェーズ

クラウド上の教材・地域人材等
を活用したプログラミング教育
を実施可能な学校：１００％

普及展開

普及展開

観光クラウドの優良事例の創出・成功モデルの普及展開

クラウド型医療情報連携ネットワーク（ＥＨＲ）の高度化・実装

ICT環境等の整備促進

社会実装に向けた取組の推進

普及展開

モデルの地域実装、ルールの整備、働きかけ等

実践的サイバー防御演習

スマート農業・林業・漁業モデルの優良事例の創出・成功モデルの普及展開

学習系システム標準化
ガイドブック発行

校務系・学習系クラウド間の連携実証・標準化

個人の医療・介護・健康情報を時系列的に管理できるPHRの実
現に向けたアプリケーション及びプラットフォームの開発

農業情報に関する
ガイドラインの策定

共通クラウド基盤の構築・機能拡大、地域実証

多言語音声翻訳技術の研究開発・技術実証

ＩｏＴサービス創出のための地域実証を通じた参照モデル構築、ルール明確化等

大規模実証・改善

Ｗｉ－Ｆｉ整備計画の策定

世界に先駆け５Ｇ実現
５Gシステム総合実証試験

５G
実現

教 育

働き方

地域ＩｏＴ
分野別モデル項 目

ネットワーク

観 光 おもてなしクラウド

観光クラウド

多言語音声翻訳

農林
水産業

ＩｏＴ基盤

セキュリティ

参照モデル構築・ルール整備等

ＩｏＴテストベッドの整備・供用、新たな電気通信技術の開発・実証
テストベッド

地域
ビジネス

地

域

の

生

活

に

身

近

な

分

野

医 療
介 護
健 康

医療情報連携
ネットワーク（ＥＨＲ）

利活用ルール

スマート農業・
林業・漁業モデル

教育クラウド・
プラットフォーム

プログラミング
教育

課
題

効
果

医
療
費
増
大

高
齢
化
の
進
展

医
療
費
適
正
化

健
康
寿
命
延
伸

地域で活動する企業におけるICT端末・
サービスの利活用状況を全国区に展開

する企業と同程度まで引き上げ
地域ビジネス活性化モデルの優良事例の創出・成功モデルの普及展開

地域ビジネス
活性化モデル

域
外
売
上
増

生
産
性
向
上

観
光
消
費
増
加

観
光
客
増
加

人
材
の
育
成

次
代
を
担
う

・格
差
是
正

教
育
の
質
的
向
上

労
働
力
不
足

人
口
減
少

商
店
街
の
衰
退

地
域
内
売
上
減
少

受
入
環
境
の
整
備

地
域
の
観
光
情
報
発
信

ポイント導入自治体数：
１，３０３

普及展開マイキー
プラットフォーム

システム実装・地域実証 売
上
増

商
店
街

地
域

の
技
術
継
承

新
規
就
農
者
へ

・高
齢
化

担
い
手
の
減
少

人
手
の
確
保

生
産
性
向
上
・

軽
労
化
・省
力
化

官民コンソーシアムによる教材開発・指導者育成等の推進、ＩＣＴ環境等の整備促進

I
C
T
環
境
の
不
備

教
材
・
指
導
者
・

・
教
育
格
差

社
会
変
化
へ
の
対
応

関係制度整備等

関係省庁と連携したガイドラインの検証・全国普及

システム実装団体数：１５０

５G研究開発、標準化活動、連携団体の活動支援

公共的な防災拠点等におけるＷｉ－Ｆｉ整備の推進、
整備計画の更新

地域実証

運用都道府県数：全都道府県
情報伝達者数：１，０００

高度化実装都道府県数：１５高度化システムの普及展開

20１８年度末を目途に全国運用開始、情報伝達者の参加促進、情報内容の拡充、平時の体制強化

災害情報の視覚化、多様なメディアとの連携防 災
Ｌアラート

Ｇ空間防災システム

収
集
・判
断
・伝
達

迅
速
・確
実
な

災
害
情
報
の

の
向
上

地
域
防
災
力Ｇ空間を活用した地域防災システムの普及展開 システム実装自治体数：１００

医療・介護・健康
データ利活用
モデル(PHR)

テレワーク

※「子育て支援」については、各種会議等の状況を踏まえ、今後追加を検討。

テレワーク導入企業数：３倍
雇用型在宅型テレワーカー数：

１０％以上
整備箇所数：１００箇所

地域の雇用創出：1,600人

Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
確
保

生
産
性
向
上

人
口
増
加

移
住
・交
流

サイバーセキュリティ確保のための対応体制強化

ナショナルサイバートレーニングセンター（仮称）による人材育成

脆弱なIoT機器に関する
国民及びメーカへの周知徹底

テレワークの普及展開

ふるさとテレワークの普及展開

演習受講者数：年間３，０００人以上

H28.12.8公表
8
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１ 主なＬＰＷＡ技術

２ ＬＰＷＡに必要な許認可等手続

○電波法関係
使用する帯域や出力によって、電波法に規定する無線局免許が必要となる場合がある。

→ 相談先（920MHz帯を用いるもの）：総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室
システム企画係 電話０３－５２５３－５８９６

（携帯電話の帯域を用いるもの）：総務省総合通信基盤局電波部移動通信課第二技術係
電話０３－５２５３－５８９３

○電気通信事業法関係
電気通信事業の登録や届出等の手続が必要となる場合がある。

→ 相談先（登録の場合）：総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課制度係 電話０３－５２５３－５８３６
（届出の場合）：総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課企画係 電話０３－５２５３－５８５４

システム
SIGFOX LoRa Wi-Sun eMTC NB-IoT

上り 下り 上り／下り 上り／下り 上り 下り 上り 下り

使用周波数 920MHz帯（免許不要の周波数帯） 既存の携帯電話の帯域

通信速度 100bps 600bps
250bps～50kbps程

度
400Kbps

1Mbps（全二重）、
300kbps（半二重）

800kbps
62kbps

21kbps
（注）移動局１台

あたり
（注）移動局１台

あたり

使用周波数の幅 100Hz 800Hz 125kHz 250kHz 600kHz 1.4MHz
LTE-Aの周波数帯
域幅内の6RB 200kHz

LTE-Aの周波数帯
域幅内の1RB（

180kHz）（1.08MHz）

カバレッジ拡張 数km～数十km 数km～十数km ～1km 対LTE+15dBの拡張 対LTE+23dBの拡張

利用状況等 26か国で展開。
LoRa Allianceで規格
化。16地域で展開。

国内の全電力会社
のスマートメータに

採用予定。

3GPPリリース13（2016年6月）で仕様
化。商用デバイスが開発中。

3GPPリリース13（2016年6月）で
仕様化。商用デバイスが開発中。

ＬＰＷＡの許認可手続について



参考資料



【参考１】 www.midika-iot.jp （「身近なIoTプロジェクト」ポータルサイト） 11

※ H27補正予算事業においては、実証主体の８団体等から構成されるメーリングリスト及び各団体が投稿可能なコーナー
（８チームの動き）を設置。



12【参考２】 Mckinsey Global Institute Report（2015年）におけるIoTの適用分野

1. Factories（工場・病院・農場等）
＜業務効率化、在庫や設備の最適化等＞

2. Cities（都市の公共空間・インフラ等）
＜交通制御、スマートメーター、環境監視、資源管理＞

3. Human（ウェアラブル機器等）
＜疾病管理、健康状態の向上、生産性の向上＞

4. Retail（店舗、銀行、飲食店、アリーナ等）
＜自動精算、レコメンデーション、在庫最適化等＞

5. Outside（鉄道、郊外交通、航空管制等）
＜リアルタイム経路案内、荷物の追跡等＞

6. Work Sites（鉱山、油田、建設現場等）
＜業務効率化、メンテナンスの最適化、安全等＞

7. Vehicles（自動車、トラック、船舶、航空、列車）
＜状態を踏まえた点検、利用に応じた保険等＞

8. Homes（居住用建物）
＜エネルギー管理、安心・安全、家事自動化等＞

9. Offices（知的労働者が働く場所）
＜オフィスビルのエネルギー管理・セキュリティ、
モバイルワーカー管理、ARによるトレーニング＞

9つの分野において、2025年時点で年間4～11兆ドル（約480～１３２０兆円）の潜在的経済効果を推計



13

IoTデバイス数

【参考３】 IoTデバイス数と国内IoT市場規模（予測）

出典：平成28年版情報通信白書 出典：（株）ＭＭ総研公表資料（28.1.20）

13

５年間で約４倍増
年平均成長率32.8％

7,159億円

1,733億円

国内IoT市場規模（2014-2019）



14【参考４】 IoT（Internet of Things: モノのインターネット）について

IoT : Internet of Things（モノのインターネット）の略である。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネッ
トにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すという
コンセプトを表した語である。

3.2.2 モノのインターネット（IoT）：既存の、そして進化しつつある相互運用可能な情報通信技術に基づき、（物理的及び仮想的
な）モノを相互接続することによって、先進的なサービスを可能にする情報社会のための世界規模のインフラである。（仮訳）

特定通信・放送開発事業実施円滑化法 附則第４条第２項（新設）
一 新技術開発施設供用事業 インターネット・オブ・シングスの実現（インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそ

れらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実
現をいう。）に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備（これを設置するための建物その他の工
作物を含む。）を他人の利用に供する事業をいう。

国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律

ITU（国際電気通信連合）（平成24年６月） 【ITU-T（国際電気通信連合電気通信標準化部門）勧告 Y.2060】

世界最先端IT国家創造宣言（平成28年５月20日変更閣議決定）

小売（衣料）

服にセンサーを付けて
高速の決済や商品

管理を実現

スマートハウス

家電、扉・窓等の
あらゆる機器を外出先

等から操作

食品

トレーサビリティ

自動車

自動走行
（例：無人バス・
無人トラック等）

ヘルスケア

ウェアラブル端末
を通じた健康管理

フィンテック

電子マネー機能付き
のウェアラブル端末

人工知能、ロボット、IoT、宇宙など、次世代を切り拓く挑戦的な研究を支援し、大胆な規制改革によって新しい可能性を開花させ
てまいります。

第190回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説（平成28年１月22日）



【参考5-1】 CEATEC JAPAN2016 身近なIoTプロジェクト 特別セッション 15

○ 日時 平成28年10月6日（木）12:45～14:45

○ 場所 幕張メッセ 国際会議場3階 302会議室

○ 概要 ・ 金子総務大臣政務官及びNTTドコモ栄藤執行役員による講演

○ 概要 ・ パネルディスカッション（大阪大学下條教授、栄藤執行役員、身近なIoTプロジェクト４チーム代表者）

講演① 「IoT／ビッグデータ／AIの推進に向けて」
～「身近なIoT」による地方創生を目指して～

総務大臣政務官 金子 めぐみ

「身近なIoT」による地域活性化、地方創生に向けた総務省の取組を中
心に、IoT／ビッグデータ／AIの推進について講演

講演② 「IoTによるイノベーションに必要なコト」

（株）NTTドコモ 執行役員イノベーション統括部長
栄藤 稔

NTTドコモのシリコンバレー拠点で勤務した経験等を踏まえ、IoT、AI分野
における国内外の最新の動向、世界における現時点での我が国の立ち位置、抱
えている課題、イノベーションを活性化するために必要なこと等について講演



【参考5-2】 CEATEC JAPAN2016 身近なIoTプロジェクト 特別セッション 16

「身近なIoT」推進に関するパネルディスカッション

【モデレーター】大阪大学サイバーメディアセンター長・教授 下條 真司

【有識者】 （株）NTTドコモ 執行役員イノベーション統括部長 栄藤 稔

パネルディスカッションの開始に当たり、大阪大学の下條教授から
「身近なIoTプロジェクトの推進 新しい時代の幸せをデザインする」と題する講演

【身近なIoTプロジェクト実施主体】

○ 一般社団法人EDAC 理事長・代表理事 稲田 悠樹

○ （株）HAROiD 代表取締役社長 安藤 聖泰

○ （株）つくばウエルネスリサーチ代表取締役社長 筑波大学 教授 久野 譜也

○ 一般社団法人東松島みらいとし機構 企業連携部 マネージャー 福嶋 正義

「身近なIoTプロジェクト」実施主体の４つのチームの代表者から各プロジェクトの取組状況、
抱えている課題、今後の展望等に関する説明

＜主な意見＞

○ ドローンを活用することに関してのイメージはよい。ドローンのリテラシーを広めることで市場の創出が可能。（稲田氏）

○ 今大きなパワーを持っているテレビであっても、世の中の動きに合わせてデータ利活用の取り組みを行わなければならないという危機感がある。テレ
ビの価値を、インターネットを通して再構築するということを、成功例を提示しながら見せていくというところが肝心。（安藤氏）

○ モデルとして健康系で成功しているのはB2B2Cであり、B2Cではない。Bというのは自治体や健保。（久野氏）

○ 海洋観測用のブイは大量生産されておらず１基約2,000万円と高価。これを漁業従事者が使いやすいセンサー機能、買いやすい値段になるよ
うパーソナルなものとして開発を進め、データ解析に基づく漁業の新しいビジネスモデルを模索する。（福嶋氏）



【参考6-1】 IoTテストベッド／データセンター事業への支援 17

テストベッド事業を行う者
（民間企業、一般社団／財団法人、第三セクター等）

データセンター事業を行う者
（民間企業、一般社団／財団法人、第三セクター等）

電気通信事業者 ヘルスケアメーカー

衣料品メーカー

新たなIoTサービスの開発・実証

（使用料等を支払い） （使用料等を支払い）

民間企業・団体

出資・出えん

運用

等 等製造・流通業

インターネットサービス業

膨大なデータの利活用を通じた
IoTサービスの提供等

地方自治体

信用基金（約56.2億円）

運用益・剰余金（約5.3億円）

助
成

助
成補助率１／２

（上限：３千万円）
補助率１／２
（上限：新設の場合２千万円、その他（増設等）の場合１千万円）
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● 平成28年11月、改正NICT法等に基づき、ＩｏＴテストベッド（ＩｏＴの実現に資する新たな電気通信技術

の開発・実証のための施設）の整備・供用を開始。

５．NECネッツエスアイ（株）〔東京都〕
MVNO（仮想移動体通信事業者）ネットワーク機

器のスライシング技術によりユーザやサービスご
とのセキュリティネットワークを形成する通信技術
の開発・実証を行うためのテストベッドを構築

４．エムティーアイ（株）〔東京都〕
自動車（バス・タクシー等）の安全運行管理、運
転手の日常及び運転中の健康管理等に係る新
たなサービスの創出に向けた技術の開発・実証
のためのテストベッドを構築

２．富士通（株）〔群馬県館林市〕
エッジコンピューティング制御技術を活用して
様々な事業者が開発するＩｏＴサービス・アプリ
ケーションの効率的・継続的な提供を実証する
ためのテストベッドを構築

１．ヤンマー（株）〔滋賀県米原市〕
農的空間（ビニールハウス等）における環境センシン
グ技術の開発・実証のためのテストベッドを構築

３．さくらインターネット（株）〔長崎県佐世保
市、大阪府大阪市等〕
ゲートウェイ機器、通信モジュール等、低電力での運用を可
能とする通信機器を貸与し、自動ゴミ回収技術等の多様なＩ
ｏＴ技術・サービスの開発・実証を行うためのＬＴＥ閉域網に
おけるＩｏＴテストベッドを構築

18【参考6-2】 IoTテストベッドの整備状況



19【参考7-1】 地域IoT実装推進タスクフォース （H28.9.29～）

● IoT、ビッグデータ、AI等は、地域の住民・行政・企業がデータ利活用による住民サービスの充実、地域における新た

なビジネス・雇用の創出等のメリットを実現し、地域の課題解決を図るための効率的・効果的なツールとして強く期待さ

れている。

● IoT等の本格的な実用化の時代を迎え、これらの成果の横展開を強力、かつ、迅速に推進するとともに、その進捗状

況及び明らかになった課題を把握し、必要な対応策を講じることにより、日本全国の地域の隅々まで波及させる。

目 的

地域ＩｏＴ実装推進
タスクフォース

会合の構成
（主な役割）

2020年までの地域IoTの普及に向け、主に、以下の事項について提言・助言を行う。

 地域ＩｏＴを全国に横展開するための「地域ＩｏＴ推進ロードマップ」の策定

 実装モデルの横展開、ネットワーク整備、体制整備等に関して必要となる支援策

 地域ＩｏＴ実装の進捗状況の把握・評価・改善

（メンバー）

 地方自治体の首長、地域でビジネスを行っている経営者、その他有識者

 関係省庁・関係団体 等

 地域資源活用の現状把握並びに今後のあり方及びその具体策の推進

（地域における官民データの利活用、シェアリングエコノミー等）

地域資源活用分科会

 ＩｏＴ人材・リテラシーの現状把握並びに今後のあり方及びその具体策の推進

（高度ＩｏＴ人材、災害対応人材等）

人材・リテラシー分科会

19



20【参考7-2】 地域IoT実装推進ロードマップ IoT基盤 ＜利活用ルール＞

（実装を目指すＩｏＴ基盤）
● 救急救命・災害対応における消防力の最適化実現モデル、海洋ビックデータを活用した効率的な出漁・漁獲及び産地直送ビジネスを実現するモデルな
ど、生活に身近な分野におけるＩｏＴサービスの創出・展開に当たって克服すべき課題の解決に資する参照モデル

（２０２０年度までに達成すべき指標）
● データ利活用の促進等のために明確化するルールの数：２０
● 参照モデルの実装数：５0
（実装主体）
● 地方自治体、大学、データを扱うユーザ企業等
（支援体制）
● ＩｏＴ推進コンソーシアム スマートＩｏＴ推進フォーラム 研究開発・社会実証プロジェクト部会 「身近なＩｏＴプロジェクト」において、「ＩｏＴサービス創出支援事
業」により構築された参照モデルの展開及び必要なルールの整備等に関するフォローアップを実施。

（２０２０年度までの工程・手段）
● 生活に身近な分野におけるＩｏＴサービスの創出・展開を後押しするため、「ＩｏＴサービス創出支援事業」（地域実証事業）を通じて参照モデルの構築及び
必要なルールの明確化等を行う。２０１７年度以降は、構築した参照モデルの地域実装を推進するとともに、明確化されたルールについて、必要な整
備、
調整、働きかけ等を行う。

● スマートハウスに関するリスクマネージメントに関して、模擬施設を活用し、技術的な対処、社会的・経済的方策、国際標準化に関して検討する。
● （１）電気通信事業者によるパーソナルデータ（位置情報等）の運用ルール、（２）企業間及び企業と消費者間でのパーソナルデータ（位置情報等）の取扱

い等について明確化を図る。
● 改正個人情報保護法を踏まえた、視聴履歴や操作履歴等の個人情報の取扱い（放送分野ガイドラインの改正）について検討する。

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度
（達成すべき指標）

明確化する
ルールの数：20
参照モデルの
実装数：5０

モデルの地域実装、ルールの整備、働きかけ等
［構築した参照モデルの地域実装の推進、明確化されたルールに
ついて、必要な整備、調整、働きかけ等を実施］

ＩｏＴサービス創出のための地域実証を通じた参照モデル構
築、ルール明確化等

● 生活に身近な分野における先導的なＩｏＴサービスの実証事業に取り組み、当該サービスの創出・展開に当たって克服すべき課題の解決に資
する参照モデルを構築するとともに、データ利活用の促進等に必要なルールの整備等につなげる。これにより、全国各地域発の新たなＩｏＴサービ
スが数多く生まれ、国民生活の利便向上や企業活動の効率化・付加価値向上等につながるとともに、分野・地域をまたがるデータ利活用の仕組み
（エコシステム）が整備されることなどが期待される。



【参考8-1】 IoT推進コンソーシアムについて 21

ﾈｯﾄﾜｰｸ等のIoT関連技術
の開発・実証、標準化等

 IoT／ビッグデータ／人工知能時代に対応し、企業・業種の枠を超えて産学官で利活用を促進するため、総務省及び経済産業省の
共同の呼びかけのもと、民主導の組織として「IoT推進コンソーシアム」を設立。（平成27年10月23日（金）に設立総会を開催。）

 技術開発、利活用、政策課題の解決に向けた提言等を実施。 （会員法人数2,812社（平成29年１月31日現在））

IoTセキュリティＷＧ

IoT機器のネット接続に
関するガイドラインの検討等

先進的ﾓﾃﾞﾙ事業推進ＷＧ
（IoT推進ラボ）

先進的なﾓﾃﾞﾙ事業の創出、
規制改革等の環境整備

総 会

運営委員会 （15名）

 会長
 副会長

総務省、経済産業省 等

協力 協力

村井 純 慶應義塾大学 環境情報学部長兼教授

鵜浦 博夫 日本電信電話株式会社 代表取締役社長
中西 宏明 株式会社日立製作所 取締役会長兼代表執行役

会長

副会長

運営委員会メンバー 委員長 村井 純 慶應義塾大学 環境情報学部長兼教授

データ流通促進ＷＧ

大久保 秀之 三菱電機株式会社 代表執行役 須藤 修 東京大学大学院 教授

越塚 登 東京大学大学院 教授 堂元 光 日本放送協会 副会長

小柴 満信 ＪＳＲ株式会社 社長 徳田 英幸 慶應義塾大学大学院 教授

齊藤 裕 株式会社日立製作所 副社長 野原 佐和子 イプシ・マーケティング研究所 社長

坂内 正夫 情報通信研究機構 理事長 程 近智 アクセンチュア株式会社 会長

志賀 俊之 産業革新機構 会長（CEO） 林 いづみ 弁護士

篠原 弘道 日本電信電話株式会社 副社長 松尾 豊 東京大学 准教授

データ流通のニーズの高い
分野の課題検討等

技術開発ＷＧ
（スマートIoT推進フォーラム）

※第2回総会時
（H28.10.4）



22【参考8-2】 IoT分野の海外連携

■ IoT推進コンソーシアムは、インダストリアル・インターネット・コンソーシアム（IIC）及び
オープンフォグ・コンソーシアムと、IoT分野の包括的な協力について、10月3日に覚書を締結。

■ 事務局相互の情報交換に加え、IoT分野における①ベストプラクティスの共有、
②研究プロジェクトの協力、③標準化に関する協力、④共同セミナーの定期的開催 について連携。

IICの概要
オープンフォグ・
コンソーシアムの概要

■ AT&T、CISCO、GE、IBM、INTELの
5社が創設メンバーとなって、産業市場に
IoT関連のテストベッドや認証を行う団体
として設立されたもの。（2014年３月設立）

■ 日本企業は、日立、東芝、三菱電機、富士電機、
富士通、NEC、富士フイルム、トヨタ、ルネサス、
リコーの10社が参加。

各関係組織・技術・標準の活動に
一つの方向性に統合すること

■ 英国のARM、米国のデル、マイクロソフト、
シスコシステムズ、インテル、プリンストン大学の
６者が創立メンバーとなって、Fog Computing
（フォグコンピューティング）を推進する団体
として設立されたもの。(2015年11月設立）

■ 日本企業は、東芝、富士通、さくらインターネット
の３社が参加。



第一次中間答申（平成2７年１２月１４日）

第５章 ＩｏＴ関連サービスの創出 １ テストベッド等 (3) 考え方

第二次中間答申（平成28年７月７日）

第二章 データ利活用モデル 2  具体的施策 （１） 新たな取組の方向性

我が国の更なる経済成長を握る鍵として、様々な分野においてデータの利活用を徹底することが最重要課題であり、そのため、利用者が安全に、安心して
サービスを利用できるためのルールづくりにより、データ利活用を促進するモデルを構築していく必要がある。特に、先端的な技術や革新的なビジネスモデル
の社会への導入にあたっては、既存の制度との関係を整理したり、必要なルールが不在である場合に明確化したりといった取組が求められる。

IoT／ビッグデータの普及促進を図っていく上で、中小・ベンチャーを含む多様な企業が集まり、データ分析やサービス開発等を行うことを通じ、事業化につなが
るユースケースを蓄積することのできるテストベッド環境を構築することが有益である。

【参考9-1】 IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方について
（情報通信審議会 中間答申）におけるIoTサービス創出支援事業関係部分

第三次中間答申（平成2９年１月27日）

IoT システムを活用した新たなソリューションが生み出される中、その前提となるデータ収集とその利活用を図ろうとした場合、従来の規制がその妨げとなった
り、逆にルールが存在しないために利用者の安全性などが確保されない可能性がある。このため、「IoT サービス創出支援事業」を活用したルール整備など、
民間の取組に対する政府の支援を一層強化する。同事業では、医療、農業、教育、都市/住まいなど生活に身近な分野を中心に、８つの実証プロジェクト
が 2016 年６月より開始されている。これまでの審議会の検討においても、データ様式の標準化等ルール整備の必要性が指摘されているが、2020 年度ま
でに、必要なルールの明確化を 20 件実施するとともに、明確化されたルールについて、必要な整備、調整、働きかけ等を行う。

第１部 IoT 総合戦略 第２章 具体的施策 （１）レイヤー別施策 ③ サービス（データ流通）層
1. データ利活用の促進等に必要なルールの明確化等

データの利活用を促進していくためには、個人情報保護とのバランスを確保する上で、サービス提供者が遵守すべきルールを可能な限り明確化し、それにより利
用者が予見可能性をもって自らのデータを利活用に供することができる環境を作っていくことが重要である。

第５章 ＩｏＴ関連サービスの創出 ２ 利活用ルール (3) 考え方

こうした点も踏まえ、新たな取組として、IoT の利活用を実現するシステムやビジネスモデルの社会実装・横展開に関する課題を克服し、技術・サービス両面
におけるイノベーションを更に推進・加速するために必要となるルールを予め想定した上で、テストベッドにおける実証事業等による利用者の意見の反映や規制
の見直し等を通じ、利活用事例やルールの有効性を検証することが有益である。

なお、テストベッドを通じたルールの検証に関する実証事業や民間テストベッドにおける新事業の創出に対する支援については、上記のとおり、すでに総務省
予算や法改正により実施に移されつつあるが、重点分野における利活用を推進するためには、今後も、持てる政策ツールを総動員することにより支援を継続・
強化していくことが必要である。
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 大量のデータの「収集」を可能とする技術（センサー、ネットワーク・ロボット、AI等）

 大量のデータの「流通」を支えるICTインフラ（IPv6、SDN/NFV、5G等）

複数分野をまたいだ
協調的イノベーション

既存サービス分野の質の向上
《健康医療、農林水産業、観光・・・》

黎明期のインターネットが想定しなかった抜本的変化

Ⅱ成長戦略の加速等

（１）生産性革命に向けた取組の加速

世界最高水準のITインフラ環境、その運用を行う人材の確保及び生活に密着した分野における利活用促進、サイバーセキュリティ対策、知的財産戦
略の推進、先端技術の国際標準化に、官民挙げて取り組む。

【参考】 「経済財政運営と改革の基本方針2016」（いわゆる「骨太の方針」）

データが価値の源泉に
データがビジネスの主役となり、産業構造・就業構造が大転換

社会経済の効率化（ICT）から 新たな社会経済の創造（IoT）へ

我々が直面する社会変化

指数関数的なデータの増加・多様化

いま取り組むべき課題

<生活に身近な分野に重点化＞

データによる付加価値を最大化するルールづくり

利用者の「安心・安全」に係るルール
（セキュリティ、プライバシー等）

「分野横断」を支えるルール（技術標準化等）

高品質のサービスを支える環境の確保

世界最高水準のインフラ整備（ネットワーク、データ）

ネットワーク運用等に関する人材育成
人材の基礎となるプログラミング教育

新たなサービスの促進、産業の新陳代謝による人材の流動化
《自動走行、ドローン・ロボット、スマートハウス・・・》

データ利活用
による変化

国際展開

データ流通基盤
等我が国市場
の魅力向上

【参考9-2】 基本的考え方 （情報通信審議会第二次中間答申（H28.7.7）より）



25【参考9-3】 IoT総合戦略の基本的枠組み(H29.1.27 情報通信審議会第三次中間答申関連)

第四次産業革命の実現による３０兆円の付加価値の創出
（2016年6月閣議決定「日本再興戦略改訂2016」)

→あらゆる社会経済活動を再設計し、社会の抱える課題解決を図るSociety 5.0を目指す

現実世界

✔オープンデータ
✔農業やインフラ管理に係る暗黙知（ノウハウ）の形式知化（構造化）
✔M2M（ストリーミングデータ）
✔パーソナルデータ

データ活用による課題解決のためのソリューションの実現
（デザイン思考によるオープンイノベーション）

ＡＩ

ビッグデータ

データを基に分析
サイバー空間

動的・静的なデータを
生成・収集・流通

現実世界へのフィードバック
（社会的課題の解決）

様々なモノ・機械・ヒト
ＩｏＴ

データ主導社会
(Data Driven Society)

総務省として推進する“IoT総合戦略”を策定（政府全体の施策と連携）



【参考9-4】 IoT総合戦略：具体的施策の全体像

■データ利活用の促進等に必要な
ルールの明確化等

■データ取引市場に関わるルール整備
■分野横断的なデータ連携環境の
整備

■認証連携基盤の構築

■パーソナルデータの活用と個人の情
報コントローラビリティの確保 （privacy by 
design)
■システミックリスクへの対応

(security by design)

■SDN/NFVの実装化
■5Gの実現
■ICT人材の育成

■安心安全な自律型モビリティシステム
■多様なIoT端末の効率的な管理運用
■次世代ＡＩ技術の研究開発及び社会
実装に向けた取組の推進

レイヤー別施策

サービス
（データ流通）層

ネットワーク層

プラットフォーム層

端末層

レイヤー縦断（垂直）型施策

■地域におけるIoTの普及促進
■AIネットワーク化の推進
■国際的な政策対話と国際標準化の推進
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27【参考9-5】 具体的施策：サービス（データ流通）層

各主体が保有するデータを流通させるデー
タ取引市場を整備し、ビッグデータの流通
環境の整備やデータの持つ価値の「見える
化」を図ることが必要

IoTを活用した新たなビジネス展開を促進
するためには、分野横断的なデータの利活
用を促進する必要

IoTサービス創出支援事業」を活用し必
要なルールの明確化を2020年までに
20件実施

健全かつ優良なデータ取引市場とそのプ
レーヤーに関する要件のガイドライン化や
任意の認定制度を設けるなどの措置を講
じることを検討

検討の場を設け内閣官房における検
討と連携しつつ、2017年夏を目処に
一定の結論を得る

「スポーツ×ICT」を通じて収集したデータや
ノウハウの健康・介護分野での活用

「2020年に向けた社会全体のICT化
推進に関する懇談会」の下で検討を進
める

分野横断的な
データ連携環境の整備

データ利活用の促進等に必要な
ルールの明確化等

データ取引市場に関わるルール整備

データの収集やその利活用を促進するた
め、従来の規制の見直しやルールの整備
が必要

医療、農業、教育、都市/住まいなど生活
に身近な分野における実証プロジェクトを
通じ、必要なルールを明確化

■ IoTの活用で収集されたデータを様々な実世界のサービスの利便向上に活かす必要。
■ ルールや制度面の課題を明らかにするとともに、これらの課題を積極的に解決していく必要。


